
令和７年３月１０日に、三重県四日市建設事務所は、三重県建設業協
会四日市支部と意見交換会を行いました。県からは、『土日完全週休２
日制工事の導入について』や『令和７年３月1日労務単価改訂に伴う賃金
等の変動に対する建設工事請負契約書第２６条第６項(インフレ条項)の
運用について』などを説明し、活発な意見を交わしました。

建設業協会四日市支部と意見交換会（第七回）を実施しました


